
○のじぎく休暇取得要領（例規） 

平成３年７月１日 

兵警務例規第 15 号 

１ 趣旨 

  この要領は、兵庫県警察職員（臨時的任用職員及び非常勤嘱託員を除く。以下「職

員」という。）の相互の理解と協力により休暇が取得しやすい職場環境を醸成し、職員

の士気の高揚と自己啓発の促進を図り、もって組織の活性化を推進するため、一定の事

由に該当する職員が取得する年次休暇（以下「のじぎく休暇」という。）について必要

な事項を定めるものとする。 

２ 休暇の種類等 

  のじぎく休暇の種類、対象職員、日数及び取得時期は、別表のとおりとする。 

３ 休暇の取得手続 

   のじぎく休暇を取得しようとするときは、兵庫県警察職員勤務規程（昭和 30 年兵庫県

警察本部訓令第 29 号。以下「勤務規程」という。）第 44 条第２項の規定に基づき、所

属長の承認を受けるものとする。 

４ 年次休暇の取得促進 

所属長は、のじぎく休暇の積極的な運用に努めるとともに、のじぎく休暇以外にも、

職員の年次休暇の公平かつ円滑な取得促進に配意しなければならない。   



 


